
様式第2号

東局総総8-148

令和2年4月7 日

聿
自 開示決定通知害行政文

山中理司様

東京国税局長 美並義

令和2年2月10日に請求されました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（平成11年法律第42号）第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知し

ます。

記

行政文書の名称 局長及び総務部長挨拶回り先名簿令和元年7月18日現在

不開示とした部分

とその理由
別紙のとおり

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か

月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3

か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります｡)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提訴する場合は、行政事件訴訟法の規定により、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります｡)、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定

の日の翌日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡)。

●開示の実施の方法等（裏面の説明事項をお読みください｡）

1 開示の実施の方法等 、

下表に記載した開示の実施の方法の中から、希望する方法を選択してください。

行政文書の全体につい

て開示の実施を受けた

場合の基本額

行政文書の

種類・数量等

開示実施手数料の額

（算定基準）

開示実施

手数料
開示の実施の方法

100枚までごとにつき

100円
無料①閲覧 100円

②複写機により白黒で複

写したものの交付
A4判文書

6枚

(6ページ）

無料1ページにつき10円 60円

③スキャナにより電子化

しCD-Rに複写したもの

の交付(PDFファイル）

CD-R1枚につき100円に、

文書1ページごとに10

円を加えた額

無料160円

注） 納付する開示実施手数料は、基本額（複数の開示の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）から開示請求

手数料の額を控除した金額となります（当該基本額が開示請求手数料の額までの場合は無料となります｡)。

また、スキャナにより電子化したものの交付を希望される場合には、事前に情報公開窓口へ連絡してください。

2 窓口において開示を実施することができる日時、場所

時
時
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場 所

東京国税局総務課（情報公開窓口）

東京国税局総務課（情報公開窓口）

3 写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込額）

日数｢行政鱈の開示の実力肪怯割'出書l力蝋出さｵ1た日からIM間後までに発送予定 送付料120円

(CD-Rの場合140円）※ 送付料については、郵便切手等を御使用ください。

(注） 窓口における開示の実施の際には、本通知書を御持参ください。
また、当日都合がつかない場合は、事前に情報公開窓口へ連絡願います。

裏面も御覧ください。



＜説明事項＞

1 「開示の実施の方法等」について

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方

法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。

開示の実施の方法は、 「1開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの

開示を受けること （例えば、 100ページある文書について冒頭の10ページのみ閲覧する等）や部分ごとに異なる方法

を選択すること（冒頭の10ページは「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等）もできます。一旦、閲覧をした上で、

後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます（ただし、その場合は、最初に閲覧をした日から30日以内に、

別途「行政文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります｡)。

窓口における開示の実施を選択される場合は、 「2窓口において開示を実施することができる日時、場所」に記載さ

れている日時から､御希望の日時を選択してください｡記載された日時に都合がよいものがない場合は､お手数ですが、

この通知書を送付した情報公開窓口まで御連絡ください｡なお､開示の実施の準備を行う必要がありますので、 「行政

文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の7日前には、当方に届くように御提出願います。

また、写しの送付を希望される場合は、 「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。

なお、この場合は､'開示実施手数料のほかに、送付に要する費用（郵便切手等）が必要になります。

2開示実施手数料の算定について

（1）手数料額の計算方法

開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額（複数の実施の方

法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し､その額が300円までは無料､300円を超える場合は当該額から300

円を差し引いた額となります。

（例）情報公開窓口において開示請求書を提出した場合

150ページある行政文書を閲覧する場合：

100枚までごとにつき100円→基本額200円→手数料は無料

150ページある行政文書の写しの交付を受ける場合：

1ページにつき10円→基本額1,500円→手数料は1,200円

150ページある行政文書のうち100ページを閲覧し、 20ページについて写しの交付を受ける場合（残りの30ページ

は開示を受けない） ：

閲覧に係る基本額100円十写しの交付に係る基本額200円＝計300円→手数料は無料

（2）手数料の減免

生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については､開示請求1

件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、 「開

示実施手数料の減額（免除）申請書」を提出してください。

（3）手数料の納付

開示実施手数料は、提出される「行政文書の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙を貼って納付してくだ

さい。

なお、直接、開示請求先の情報公開窓口において「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出される場合には、

現金によることもできます。

3審査請求等

決定について不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て3か月以内に国税庁長官に対して、審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなく

なります｡)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は､行政事件訴訟法の規定により、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。 ） 、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内

であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。 ） 。

4 開示の実施について

情報公開窓口における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場
合は、開示を受ける当日、情報公開窓口に来られる際に、必ず本通知書を御持参ください。
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別紙

不開示とした部分とその理由

○局長及び総務部長挨拶回り先名簿令和元年7月18日現在

不開示部分番号 根拠条項 不開示理由

当該部分には、相手先の所在階数、相手

先の窓口の直通電話番号が記載されてお

り、所在階数が公になった場合、相手先の

事務を停滞させ得る目的・態様で来訪等が

されることにつながりかねず、また、窓口

の直通番号が公になった場合、いたずらや

偽計目的に使用されるおそれがあり、緊急

の連絡や外部との連絡に支障を来すなど、

事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れが

あるため法5条6号に該当することから

不開示とした。

1～18， 47，

50， 51， 54，

58～120

｢階数」欄

l～18， 47，

50， 51， 54，

100， 101，

104， 106，

109， 112，

115， 117，

－¥&‘

法5条

6号

｢窓口直通」欄

「機関（団体）名称」欄、

「役職名」欄、 「氏名」欄《

「かな｣欄、｢番地まで｣欄、

「建物名」欄、 「階数」欄、

「窓口 （担当者)」欄、 「代

表｣欄、 「就任年月日」欄及

び「前役職名」欄

当該部分には、相手先個人に関する情報

又は窓口担当者に関する情報が記載され

ており、当該各情報は個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができ

るものであることから、法5条1号の不開

示情報に該当し、同号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。

法5条

1号風

当該部分には、相手先個人に関する情報

又は窓口担当者に関する情報が記載され

ており、当該各情報は個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができ

るものであることから、法5条1号の不開

示情報に該当し、同号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。

「機関（団体）名称」欄、

「役職名」欄、 「氏名」欄、

「かな｣欄､｢番地まで｣欄、

「窓口 （担当者)」欄、 「代

表」欄、 「就任年月日」欄及

び「前役職名」欄

法5条

1号

23～46, 49、

”当該部分には、相手先個人に関する情報

又は窓口担当者に関する情報が記載され

ており、当該各情報は個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができ

るものであることから、法5条1号の不開

示情報に該当し、同号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。

「機関（団体）名称」欄、

「役職名」欄、 「氏名」欄、

「かな｣欄､ ｢番地まで｣欄、

「窓口 （担当者)」欄、 「代

表｣欄、 「窓口直通｣欄、 「就

任年月日」柵及び「前役職

名」欄

法5条

1号
48

当該部分には、相手先個人に関する情報

又は窓口担当者に関する情報が記載され

ており、当該各情報は個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができ

るものであることから、法5条1号の不開

示情報に該当し、同号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。

「機関（団体）名称」欄、

「役職名」欄、 「氏名」欄、

「かな｣欄、｢番地まで｣欄、

「建物名」欄、 「階数」欄、

「窓口 （担当者)」欄、 「代

表」欄及び「窓口直通」欄

法5条

1号
52， 53



番号 不開示部分 根拠条項 不開示理由

55～57

｢機関（団体）名称」欄、

｢役職名」欄、 「氏名」欄、

｢かな｣欄､｢番地まで｣欄、

｢窓口（担当者)」欄、 「代

表」欄及び「窓口直通」欄

法5条

1号

当該部分には､相手先個人に関する情報

又は窓口担当者に関する情報が記載され

ており、当該各情報は個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができ

るものであることから、法5条1号の不開

示情報に該当し、同号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。
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氏名又は名称

(菫織鑿鰹蠅難名）
住所（居所）

(菫懐蝋黒窒蒜灘）

ー

T

連絡先電話番号

謝霊成ユ年子月々 日付輌蕊識第野-ﾉ42号行政文書開示決定通知書に基づく開示の実
施方法等を行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項及び同施行令第11条第
2項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

銭

記

1 求める開示の実施の方法（ｱﾇはｲを○で囲んでください｡ イを○咽んだ鮒､下淵こ鋤の施等を具紬に諭してください‘）

ア既報（開示請求書に記載）のとおり

イ下記のとおり

‐莞

2 開示の実施を希望する日 （行政文書開示決定通知書にある日から選択してください。 ）

3 写しの送付の方法による開示の実施の希望 （ 有 。 無 ）
（注)送付を希望される場合は、別途送付に要する費用(郵便切手等)が必要です。 同耐る雛孵割纈 円

※開示実施手数料が無料である場合において、開示請求書に記載された開示の実施の方法等
に変更がない場合には、 この申出書を提出する必要はありません。ただし、開示の実施方法
等が「写しの送付」である場合は、行政文書開示決定通知書でお知らせした送付に要する費
用（郵便切手等）を提出する必要があります。

行政文書の名称 倣嬉0雛'鱸 実施の方法(該当するものを○で囲んでください）

局長承が､脇移野長

#榊回ツ允先簿
ﾉﾐ九元年7月佃現を

A制文書
b杖

(M｡- ヅ〉

閲覧写しの交付
その他（ ）

閲覧写しの交付
その他（ ）

閲覧写しの交付
その他（ ）

1 全部
2
一

部（ ）

1 全部
2
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2
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(別紙2）

局長及び総務部長挨拶回り先名簿

【令和元年7月18日現在】

機関（団体）
担当課係

名称、 ｜ 就任電話番号
前役職名

代表 窓口直通｜ 年月日

所在地 窓口

(担当者）
総務

部長
役職名 氏名 かな 局長

番地まで 建物名 階数

1 調査第1係

2調査第1係

3調査第1係

4調査第1係

5調査第1係

6調査第1係

7調査第1係

8調査第1係

9調査第1係

10調査第1係

1 1調査第1係

12調査第1係

13調査第1係

14調査第1係

15調査第1係

16調査第1係

17調査第2係

18調査第2係

19税理士係

20税理士係

東京都 知事 小池百合子こいけゆりニ新宿区西新宿2-8-1 蒐京椰庁第一本庁舎

東京都 副知事 長谷川明 はせがわあきら新宿区西新宿2-8-1 束京都庁節~本庁舎

東京都 主税局長 塩見清仁 しお蝋きよひと新宿区西新宿2-8-1 JKJIM庁第一本庁舎

1ﾐlりM従膳祁I&

東京都 蝋､懸砺ﾘﾝビ，大久保哲也おおくぽてつや新宿区西新宿2-8-1 束(〔都庁第一本庁舎

東京都 総務局行政部長佐藤智秀さとう と:,ひで新宿区西新宿2-8-1 蕊瀬都庁鋪一本庁舎

神奈川県 知事 黒岩祐治 くるいわゆうじ横浜市中区日本大通l 神奈川県庁本庁舎

神奈川県 副知事 中島正信 雄肋､じままさ“:横浜市中区日本大通’ 神奈川県庁本庁舎

神奈川県 総務|")g伽lu職能↓|坂小板橋聡士こいた噸し さとし横浜市中区日本大通l 神奈川県I f本庁舎

神奈川県 総務局副局長河鍋章 かわなべあきら横浜市中区日本大通’ 神奈川県庁本庁舎

神奈川県 鱈跨刷参1‘隙11瓠1倣刺;長落合嘉朗 おち態ﾙ、 kLろう横浜市中区日本大通’ 神奈川県庁本庁舎

千葉県 知事 森田健作 もりたけんさく千葉市中央区市場町'－1千熊ﾘi(庁本庁舎

千葉県 副知事 高橋渡 たかはしわたる千葉市中央区市場町1-1千柴ﾘ,(庁本庁舎

千葉県 ● 総務部長 今泉光幸 、 .遠‘"り．み'膿つ準雪千葉市中央区市場町'~’千菜ﾘiL庁本ﾉi:介

山梨県 知事 長''時幸太郎′蟹";さき こうたろう甲府市丸の内l-6-1 1 1 1梨ﾘｵL庁本庁舎

山梨県 扇| |知事 若林－紀 ’，ﾙ'‘g 、| か~1."り甲府市丸の内'－6-l l l 1梨ﾘYU1二本庁介

山梨県 総務部長 鈴木康之 ヨI す"きやすゆき甲府市丸の内'一6-1 1 l l梨ﾘiU)量水ﾊ:舎

会計検査院 第1局長 三田啓 〃た"“ 千代田区霞が関3-2-2舞躯庁舎
． 中央合同庁舎

会計検査院 餓噸‘:W;); 田中克生た雄かかつお千代田区霞が関3-2-2第7号館

東京都

東京都

東京都

知事

副知事

小池百合子 新宿区西新宿2-8-1

新宿区西新宿2-8-1

二いけゆりこ

ませがわあきら長谷川明

主税局長 塩見清仁 しお堀きよひと’ 新宿区西新宿2－8－1

Iﾐl越叫織僥柿！＆

東京都 蝋線爆庶ﾘﾝビ，

東京都 総務局行政部長

神奈川県 知事

神奈川県 副知事

大久保哲也 新宿区西新宿2-8-1おおくぽてつや

さとう ともひで新宿区西新宿2-8-1

くるいわゆうじ横浜市中区日本大通1

佐藤智秀

黒岩祐治

中島正信

新宿区西新宿2-8-1

横浜市中区日本大通1なかじままさのぷ

こいた噸し さとし神奈ﾉ| |県 横浜市中区日本大通1小板橋聡士総棚『.)肌 '1F』f総擁ﾙ,帳

総務局副局長神奈川県

神奈川県

河鍋章 横浜市中区日本大通l

横浜市中区日本大通1

かわなべあきら

落合嘉朗

森田健作

高橋渡

総応恥参‘l↓W[11で11 1敗部長

知事

副知事

おちあい ．kLろう

千葉県

千葉県

千葉市中央区市場町1－1もりたけんさく

千葉市中央区市場町1－1たかはしわたる

千葉県 総務部長 今泉光幸 千葉市中央区市場町1-1いたい.！。みみつ:Jjさ

知事 甲府市丸の内l-6-1

甲府市丸の内1-6-1

長||時幸太郎'蟹がさき こうにあう

若林－紀 ‘，伽,；K ､I か-j･"り扇' |知事

総務部長

第1局長

甲府市丸の内1－6－1

主税局総務部捻務抑

（太田総括課長代理）

主悦局総態部捻能製

（太、総括郷長代理）

主税屈絶務部絶筋邸

（太田総括肌j造代理）

主悦河贈勝部総務肌

（太田総括批促代理）

主悦ﾙ1総務部繕孵浬

（太田総括挑是代理）

総務局Ⅱ#政部娩拷脂導拠

（人見ｸﾞﾄﾌ' ﾘｰﾀﾞ‘一）

穐蒜蹄1#政部悦拷構稗媒

（人見ｸﾞ炉ﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ）

総務繩If政部悦傍梼禅課

（人見ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾉ ﾀﾞｰ）

穐誇同財政郎悦務指稗課

（人児ｸ'ﾙｰﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ）

総務用財政梛悦務術導繩

（人見ｸﾞﾙｰｿ, リーダー）

抱影部悦務諜企画税制班

（小倉班長）

総務部税務即金而悦I|烟E

（小倉班畏）

柁務部悦務探企面悦1M班
（小竹班1を）

惚勝部悦箭課企1曲i拠当

（古展課IをlIli性）

識碓部税務課企仙i机当

（古騒捌1腱hli佐）

紺満都悦務拠企mli机当

〈古屋郡長hIi作)

主税局総務部捻務抑

（太田総括課長代理）

主悦局総態部捻能製

（太、総括郷長代理）

主税屈絶務部絶筋邸

（太田総括肌j造代理）

主悦河贈勝部総務肌

（太田総括批促代理）

主悦ﾙ1総務部繕孵浬

（太田総括挑是代理）

総務局Ⅱ#政部娩拷脂導拠

（人見ｸﾞﾄﾌ' ﾘｰﾀﾞ‘一）

穐蒜蹄1#政部悦拷構稗媒

（人見ｸﾞ炉ﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ）

総務繩If政部悦傍梼禅課

（人見ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾉ ﾀﾞｰ）

穐誇同財政郎悦務指稗課

（人児ｸ'ﾙｰﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ）

総務用財政梛悦務術導繩

（人見ｸﾞﾙｰｿ, リーダー）

抱影部悦務諜企画税制班

（小倉班長）

総務部税務即金而悦I|烟E

（小倉班畏）

柁務部悦務探企面悦1M班
（小竹班1を）

惚勝部悦箭課企1曲i拠当

（古展課IをlIli性）

識碓部税務課企仙i机当

（古騒捌1腱hli佐）

紺満都悦務拠企mli机当

〈古屋郡長hIi作)
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↑灘蕊曹|03-358'-325'
租税検査第1課

(齋藤文書係長）
_I

蝋雲轤|"-鑪凱-"”租税検査第1課

(齋藤文書係長）
F成刊()ｲI量7月I ｜ ｜ ｜糀羅”｝ 会計碇』&
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31．4． 1

31．2． 17

－

31．4． 1

29．7－ 11

平成:11イドIjl I l I

総合企”，『II部

凰田民上覚降泰受瞳蜀岬

防災局長



(別紙2）

、
機関（団体）

役職名 氏名
名称

所在地 ：
番地まで ｜ 建物名 ｜階数

電話番号
代表 窓口直通

窓口

(担当者）
就任
年月日

総務
部長

担当課係 かな 前役職名 局長

21 1税理士係 ○

’

○

○

’

○

○

○

○

○

○

○

’

○

○

22 1税理士係 ○

23 1国税広報広聴室
24 1国税広報広聴室

’
25 1国税広報広聴室

26 1国税広報広聴室

I●27 1国税広報広聴室

28国税広報広聴室

29国税広報広聴室

30 1国税広報広聴室

31 1国税広報広聴室

32 1国税広報広聴室 ○

・

○33国税広報広聴室

34国税広報広聴室 ○
’
○
’
○
○
○
’
○

35 1国脱広報広I徳室

36 1国税広報広聴室

’37 1国税広報広聴室

38 1国税広報広聰室

39 1国税広報広聴室

40国税広報広聴室

41 国税広報広聴室

42国税広報広聴室

○



(別紙2）

役職名 氏名、 庶董
所在地 番号

窓口直通
担当課係 |機関(団体）名称

就任

年月日 局長|蕊
窓口

(才日当者）
かな 前役職名

番地まで 建物名 ｜階数

-’
43 1国税広報広聴室

44 1国税広報広聴室
45 1国税広報広聴室

｜

○
’
’

○

○

○
’
○
’
○

46 1国税広報広聰室

47 1…砿聴雲 ”"…瞳 教育長 澤川和宏 |…"""‘ 浮市中央区市場町 "3-223､01'牧育総務課総務班本多 "3-223､01'青総務課総務班本多 平成"年4月旧 繁,隙_ｼ庁駿…平成"年4月旧 繁,隙_ｼ庁…千染県庁中庁舎

|
48 1国税広報“室
49 1国税広報広聴室

O3-5321-llll

（内53-005)

045－210－1111

O3-5321-llll

（内53－005）

045－210－1111

50国税広報広聴室

51 国税広報広聴室

52国税広報広聴室

艸j(部教育委員会|教育長 中井敬三 ｜なかいけいぞう |新宿区西新宿2-8-1 1束京都庁第一本庁舎 平成…! 'ﾛ|財務局長
平成"年4川旧|県瀧業労伽‘j優

○’ ○翻腱代理（秘寄担当） i底部

総務室応接

河原、大杉

翻腱代理（秘寄担当） i底部

総務室応接

河原、大杉
神奈川jil"ff委員会 教育長 桐谷次郎 |きりた,二 ｡ろう |横浜市中区日本大通33 1 ,t､MNどﾙ ○ ○

○

53 1国税広報広聴室 ○

○

○

,'"‘｛駿帝… 鞍育長 ｜市川満 ト"*"つ．|甲府市丸の内1-6-』
教育委員会礎務教育

課主査・指導主事

（鯉井順矢）

山梨県庁防

災新館弘
一
弱
弱

○

○

○

平成30年4ﾉ11日｜山:月'4県韓合政雄部民055-223-1740

○

印
一
卵
一
別
一
帥
一
例
．
｜
｜
硬
侭
一
“

○ ○

30.9. 14警察庁次長 ○ ○

3”3」篤豊県警 ○ ○

31.4.5 嘗窯長 ○ ○

31-322嬰蕊警 ○ ○

鮮察庁長噴.'11．

31. 1. 15房稲描官(鮮冊i ○ ○
局担当）

31.2. 18議婁事曾 ○ ○
弊大刑佼長旅 －

30．7．31 本庁長官官房 ○ ○
辮識官

○31．4．5

31.3.22

８５１１
２１

ＬＬ３３

30．7．31

03-3581-4321

１

１

２
２

３

３

４
４

１

１

８
８
５
５
３
３

３
３
０
０

03-3581-4321

１

１

２
．
２

３
３
４
４

１

１

８
８
５
５
３
３

３
３
０
０

03-3581-4321

国税広報広聴室

国税広報広聴室

国税広報広聴室

監察官室

購察官宰

驍察官宰

警視庁

警視庁

警視庁

警視総監

畠'1総 監

総務部長

三浦正充

斉藤実

安田浩己

みうらまさみつ

さいとうみのる

やすだひろき

千代田区霞が関2－1－1

千代田区霞が関2-1-1

千代田灰霞が関2-1-1

』

陣壹塞'古f去
皿、ｰア丁ミロニ土二

需察官宰

驍察官宰

驍察官宰

警視庁

警視庁 ．

警視庁

警視庁

交通部長

警備部長

地域部長

刑事部長

坂口拓也

小島裕史

金井貴義

大賀眞一

さかぐちたくや

こじ主ひろし

かないたか･kし

おおがしんいち

千代田区霞が関2-1-1

千代田区霞が関2-1-1

千代田区霞が関2－1－1

千代田区霞が関2－1－1



(別紙2）

卜 喜豐課“ “瞳、 “、 ，． ’ …で所僅幣建物｡ ,階。
機関（団体）
名称

電話番号

代表 ｜窓口直通
窓口

(担当者）

就任

年月日 局長|蕊前役職名

上原智明 ｜うえ健らと‘,あき 千代田区霞が関2-l-l千代田区霞が関2-1-1
警視庁刑

事総務課長
監察官室 警視庁 刑事部参事官

監察官室 警視庁 刑事総務課長

監察官室 警視庁 捜査第二課長

監察官室 警視庁 生活安全部長

監察官室 警視庁 ′|掘女全部参1f'向

監察官室 警視庁 21祇女全総務課長

監察官室 ・警視庁 細識犯罪対策部艮

監察官室 警視庁 *'1細u地版部参・ぽ『

監察官室 警視庁 細細u辨陳総郷1眼

監察官室 警視庁 糾細u川灘恢第''LwMj造

監察官室 神奈川県警本部警察本部長

慌察官室 神奈川県警本部総務部長

監察官室 神奈川県警本部警務部長

監察官室 神奈川県警本部生活安全部長

監察官室 神奈川県警本部地域部長

朧察官室 神奈川県警本部刑事部長

監察官室 神奈川県警本部組織犯罪対策本部長

監察官室 神奈川県警本部交通部長

警視庁 刑事総務課長

捜査第二課長

生活安全部長

'|ﾐ活女全部参【｣f‘向．

21 §祈女全総務課長

警視庁

警視庁

警視庁

警視庁

糸'1碓犯JM流部参・1F'1.1

訓撤肥!j11吋飛第liLmIllj造

警察本部長

総務部長

警務部長

生活安全部長

神奈川県警本部 地域部長

神奈川県警本部 刑事部長

神奈川県警本部 組織犯罪対策本部長

神奈川県警本部交通部長

鮖
．師一切

能
的
沁
刊
廻
一
乃
測
一
乃
乃
一
刀
氾
一
刃
一
帥
一
別
一
塊
鯛
餌
踊
舶

○’ ○31．2． 1803-3581-4321

警察大学校

主任教授
宿
拝
畠
示瑞

山士
堺

千代田区霞が関2-1-1 ○ ○31．2． 18つちやま じゅんじ

03-3581-4321

’
野察庁長官官房

企画官旅総務狐

理考1F宮

Ⅲn画管区 羅
務監察・広域
調盤部民

警視庁第七

方面本部民

警察庁生播安

全局訓l在官

石jl l県警

本部長

千代田区霞が関2-1-］ １
９
３
１

８
２

０
０
３
３

○ ○
○

○
’
○
○

さかい みずたか 03－3581－4321

市村諭 千代田区霞が関2-1-l

千代田区霞が関2-1-1

○

○
’
○

○

いちむら さとし

す~わあきひろ

03－3581－4321

諏訪彰弘 ８
５
１
１

２
３

１
１
３
３

１

１

２
２

３

３

４
４

１

１

８
８
５
５
３
３

３
３
０
０ I岩田康弘 千代田区霞が関2-1-1いわたやす-ひ ろ

猪原誠司 千代田区霞が関2-1-1 29．9．4いり)ばらせいじ 03→3581-4321

31.2. 18瀧譽長
諜紫庁警伽局付

30．8．31 （内|洲,州“蚕
室）

31.2. 18雛耀溌雛

3”3」 喜蕊長

31.3. 13鰯臘腱

31. 1. 10鶏壜警

31 3 13蕊蕊

3昭19艫蕊騨

2”4騨鱸
稗察大学校財務

30．3． 19 捜査研修セン
ター教授

31.3. 13鱸蕊警

31．2． 18

30．8．31

31．2． 18

30．7．31

31． 1． 10

31，3． 13

31．3． 13

岡谷晃治おかやこうじ

飯崎準 いいざき じゆん

おかやこうじ 千代田区霞が関2－1－1 ○ ○
○

１

１

１

２

２
２
２
１

３
３
３
２

４
４
４
１

１

１

１

１

８
８
８
１

５
５
５
２

３
３
３

５

３
３
３
４

０
０
０
０

千代田区霞が関2－1－1 ○
’
○村瀬智行

古谷洋一

千代田反霞が関2－1－1 ○むらせと1,ゆき‐十代出隆葭か閨2－1－l

ふるやよういち横浜市中区海岸通2－4

わちつとむ 横浜市中区海岸通2－4

も‘,〒1-えおさむ横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2－4

横浜市中区海岸通2－4

横浜市中区海岸通2-4もりす-えおさt

横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2-4

○
’
○

○

○

○

○

○

和智勉 045－211－1212

森末治

新田泰弘

花家憲也

045－211－1212

○にったやすひろ

は厳いえ ")りや

ひさた主こと

わたなべ･ひろし

なかざきあっし

しのばらひでき

045-211-1212

○
’
○

○

○

○
’
○
’
○

２
２

１

１

２
２

１

１

１

１

１

１

２
２

５
５
４
４
０
０横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海愚2-4 1

横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2-4

久田誠

渡邊宏

中崎敦

○

○

○
’
○
○
○

２

２

１

１

２
．
２

１

１

１

１

１

１

２
２

５
５
４
４
０
０横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2-4

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

横浜市中区海岸通2-4

横浜市中区海岸通2－4

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

警察庁人事

課監察官

国士交通省大

厄官房辮雛官

千菜u,L轡

生活安全部長

智察庁刑.'1f企画

弧刑榊旨導室長

監察官室 神奈川県警本部警備部長

監察官室 千葉県警本部警察本部長

監察官室 千葉県警本部総務部長

監察官室 千葉県警本部警務部長

神奈川県警本部 警備部長

千葉県警本部

千葉県警本部

篠原英樹 30．3．29
'し"臓‘

045-211-1212

早川治 はやかわおさむ

齊藤憲一 さいとうけんいち

阿久津正好あくつ主さよしあくつまさよL

○30．7．31

30．2．6

０
０
０

１

１

１

１
１

１

０
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１

１
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０
０
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２
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３
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４
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０
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○
’
○
’

30．8．31



(別紙2）

、 握当課係 |機閾翻体) ｜ 〆職≦ ゞ． 所在地 一
番地まで 建物名 ｜階数’ 局長｜ 就任電話番号

前役職名
代表 ｜窓口直通 年月日

窓口

(担当者）
総務
部長

かな

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
・
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
’
○

○
’
○
’
○

○

3026 1蕊鰭監察官室 千葉県警本部７
８
８
８ 88

生活安全部長延澤加壽雄

地域部長 小見川裕

刑事部長 曽根明文

小見川裕

曽根明文

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲l-9-l

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

千葉市中央区長洲1-9-1

のぷさわかずお 043－201－0110

千葉県警

柏署長

紳察庁捜査支

援分析稲;理,H・

付則刺F官

千葉県警

警務課長

千葉県警
船橋署長

滋賀県警

警務部長

鮮察庁薬物銃

器対策概艮

山梨県警

笛吹署長

監察官室 千葉県警本部

89監察官室 千葉県警本部

90監察官室 千葉県警本部

91監察官室 千葉県警本部

92監察官室 千葉県警本部

93監察官室 山梨県警本部

94監察官室 山梨県警本部

95監察官室 山梨県警本部

96監察官室 山梨県警本部

97監察官室 山梨県警本部

98監察官室 山梨県警本部

99監察官室 山梨県警本部

100課一・訟務東京法務局

101課一・訟務東京法務局

102査察管理課法務省

103査察管理課法務省

104査察管理課法務省

105査察管理課法務総合研究1

106査察管理課最高検察庁

107査察管理課最高検察庁

108査察管理課最高検察庁

千葉県警本部

千葉県警本部

山梨県警本部

山梨県警本部

山梨県警本部

山梨県警本部

東京法務局

東京法務局

法務省

法務省

法務省

法務総合研究所

31．2．4お‘媒がわゆたか 043－201－0110

それあきふみ

まつき しんじ

29．6．2043－201－0110

松木伸二糸11繩犯罪対熊本部長 31．2．4043－201－0110

交通部長 古川等

千葉市中央区長洲1-9-l

甲府市丸の内1-6-1

31．2．4ふるかわひとし

０
０
０

１

１

１

１

１

１

０
０
０

１

１

１

０
０
２

２
２
２

３
３
５

４
４
５

０
０
０

警備部長 武田一志 たけだひとし 31．4． 1

警察本部長

総務室長

警務部長

生活安全部長

刑事部長

交通部長

原幸太郎 ‘士ら こうたろう １
０
３
２

８
３

０
１
３
３甲府市丸の内1-6-l

甲府市丸の内l－6－1

甲府市丸の内1-6-1

比留間一弥|ひる主かずや 055－221－0110

佐
長

補
警
署

庁
課
県
府

察
事
梨
甲

善
人
山
南

８
０
２
２

３
３

９
１
２
３

29．3．28鈴木康修

荒居敏也

j一寸｡ざや寸一のぶ 055-221-0110

’
○
’
○
’
○
’
○

○

○

砂らいとしや 055-221-0110

市川和彦 甲府市丸の内1－6－1 ○､ちかわかずひこ O55－221－0110

功刀康友 甲府市丸の内1-6-1くぬぎや1－とも ○
’
○
’
○
’
○

０
０

１

１

１

１

０
０

１

１

２
２
２
２

５
５
５
５
０
０警備部長 窪田圭一

岩山伸二

甲府市丸の内1－6－1くぼたけいいち

局長 千代田区九段南1-1-15いわやま しんI 儲師必梅符H1浦

訟務部長 菊池憲久 千代田区九段南1-1-15きくちのりひさ 峨務部』& 悲喬理也． （111中）

事務次官 辻裕教 東京都千代田区霞が関1 1 1 ○
’
○

○つじひろゆき

ﾙ､ｵﾉltら りゅう I大臣官房長 川原隆司 東京都千代田区霞が関1-1-1 ○

○

○

刑事局長

所長

小山太士

大塲亮太郎

稲田伸夫

堺徹

東京都千代田区霞が関1-1-1おや主たいじ ｢昨IF局刑事課 11＃経係長

東京都千代田区霞が関1-1-1お加ぱ りょうにろう

検事総長

次長検事

いなだのぶお東京都千代田区霞が関1-1-’

さかいとおる東京都千代田区霞が関1-1-1

○

○
’
○刑事部長 落合義和 東京都千代田区霞が関1-1-1おちあいよしかす｡

秘書係長

O3－3580－4111

１

１

１
１
６
６
５
５

２
２
９
９
５
５
３
３

３
３
０
０

03-3592-5611 30．2

03－5213－1234

03-5213-1234

03－3580－4111

H30．7．25

HZ9．4． 1
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O3－3580－4111

03－3580－4111

１
１
１

１
１
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３
３
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７
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０
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(別紙2）

、 ｜ 窓口所在地

番地まで ｜ 建物名 ｜階数’ （担当者）

電話番号 就任 前役職名
代表 ｜窓口直通｜ 年月日担当課係 |機関無体) ｜ 役職名

総務
部長

氏名 局長かな

査察管理課｜東京高等検察庁東京高等検察庁

東京高等検察庁

検事長 黒川弘務109

1 10

111

1 12

113

114

115

1 16

1 17

1 18

1 19

120

秘書係長 ○
’
○

○

○

○

○

○

○

○
’
○
’
○
’
○

○
’
○
’
○

○

○

○
’
○
○

○
’
○
’
○
’
○

○
’
○

○

○

○
○

泗
一
知

くるかわひろむ|東京都千代田区霞が関1－1－1 法務省ﾘ勝次'白・
q

J”<地検次州械'1F

１

１

１

１

６
６
５
５

２
２
９
９
５
５
３
３

３
３
０
０

|'皿ll1上査察管理課東京高等検察庁

査察管理課東京高等検察庁

査察管理課東京地方検察庁

東京高等検察庁

東京地方検察庁

次席検事 秀明 東京都千代田区霞が関1-1-1や主がみひであき

わだ 弓j-.ﾌﾒお刑事部長 和田澄男 R1.7東京都千代田区霞が関1-1-l

東京都千代田区霞が関1-1-1

O3-3592-5611 東京地険公判部lと

岐商険刑1f部1t検事正 甲斐行夫 秘書係長 29．9１

１

１

１

６
６
５
５

２
２
９
９
５
５

３
。
３

３
３
０
０

かいゆきホ

査察管理課東京地方検察庁次席検事 久木元伸 くさもと しん東京都千代田区霞が関1 1-1

査察管理課東京地方検察庁特別捜査部長森本宏 もりもとひろし東京都千代田区霞が関1-1-1

査察管理課横浜地方検察庁検事正 中原亮一 ′;かltら ‘'裳うl･ら神奈川ﾘ職浜'li1|!区ﾛ本大通9

査察管理課横浜地方検察庁次席検事 竹内寛志 た!jうちひろし神奈川ﾘi蹴浜1ii! | !区| '本大通9

査察管理課千葉地方検察庁検事正 北村篇 きたむら ，',つし干雌ﾘ,1千柴'l '' ! | !央区‘ |'火1 '' 1

査察管理課千葉地方検察庁次席検事 清野憲一 きよのけんいち千葉ﾘII:千典'l'.'l!央区! ' '火‘l-l l l

査察管理課甲府地方検察庁検事正 宮川博行 う鼻や力;ルひろゆさ山梨県甲府市中央1-11-8

査察管理課甲府地方検察庁次席検事 河原将一 か','#ら 1．典う'､ら山梨県甲府市中央1 11 8

東京地方検察庁 次席検事
東京地方検察庁|特別捜査部長

次席検事 久木元伸 東京都千代田区霞が関1 1-1くさもと しん

もりもとひろL森本宏 東京都千代田区霞が関1-1-1

横浜地方検察庁 検事正 中原亮一 神奈川ﾘ,L樅浜'li1II区ロ本大通9ﾉざかl tら りょういち

横浜地方検察庁 次席検事 竹内寛志 神奈川ﾘ,↓搬浜Iii1 l 1区'二1本大迦9たけうちひろし l iI奈川ﾘi4椒浜Iii1 l i区' 1本大迦9

11 1

1 1 1

検事正 北村篇 きたむら ，’,つし f雌ﾘil:千兆' ' '' 1 ' 1央区I I1火1 11 1

次席検事 清野憲 とよのけんいち

宮川博行検事正 山梨県甲府市中央1-11-8みやがルひろゆさ

最高検検事30．7

９
７
１
２
６

９
０
１
０
《
０

２
－
３
３
３
３

"〔j;〔地恢総務部災

Iit商険公安部jを

03－3592－5611

秘書係長 O45-211-7600

045－211－7600

秘書係長 043-221-2071

043-221-2071

秘書係長 O55-235-7231

055-235-7231

枇汲法務合i耐庁舎

樅浜法務合嗣庁舎

f雌ﾘi1:干莱' ' '' ' 1 1央区I I1火1 千紫鞆2j也方合|剛庁舎

f葉ﾘ''千典『 ' 1. ' '1央区' ' 1火4 千唯錘地ﾉ崎I司庁舎

東京地険刑Wf拙災

広励地検検‘lFll §

東蔑地険公.IMI部災

30． 10 公安謝汽庁総務部腱

|”!。 ※蕊"職Ⅷ
[共通(その他）軽易な事項に係る意思決定又は確認を行うための書類暦1年］


